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編集後記
今年も皆さまに、子どもの権利研究第 33 号として「子どもの権利の新たな地平：『子ど

も基本法』のいまと課題・子ども参加」をお届けいたします。編集作業に携わりながら、
子どもの権利について研究すること、さらに学ぶことの目的について改めて考えています。
当然、子どもの権利を発展させることが根底にある訳ですが、そのために子どもの権利に
関する新しい考えや実践について学ぶことはもとより、人間の生の営みに対する想像力を
培うことが大切ではないか。例えば、子どもの権利は歴史的にどのように発展してきたの
か、戦争や暴力に直面した子どもの苦しみ・怒り・悲しみ、子どもの権利がまもられるこ
とで輝き出す子どもの生命…。自分を棚上げせずに考え続け、行動につながる想像力を耕
したいと考えています。
さいごに、原稿をお寄せくださった執筆者の皆さま、原稿の翻訳や文献目録の作成など

にご協力いただいた方々に、心よりお礼申し上げます。掲載されている論文の多くは、子
どもの権利条約総合研究所による研究総会や研究会などの報告が形になったものです。研
究会に参加して議論を深めてくださった方々、さらに研究会の準備に携わってくださった
方々にもこの場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。� （EK）
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